
   寄居町災害時協力井戸登録制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、災害時において飲料水以外の洗濯やトイレ等に使用で

きる水（以下「生活用水」という。）を確保するため、災害時における生

活用水を町民等に供給するための井戸（以下「災害時協力井戸」という。）

の登録制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （登録の要件） 

第２条 災害時協力井戸は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

る。 

⑴ 町内に所在する井戸であって、継続的に使用可能なものであること。  

⑵ 災害時に無償で井戸水を提供できること。 

⑶ 井戸水の色、濁り、臭い等明らかに異常があり、生活用水としての使

用に不適当な水質でないこと。 

⑷ 井戸水をくみ上げるための電動式若しくは手動式のポンプ又はつる等

があること。 

⑸ 井戸枠等があり安全であること。 

⑹ 井戸の周囲に水を汚染するようなものがないこと。 

⑺ 災害時において町民等へ生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所

有者又は管理者（以下「所有者等」という。）により、継続的かつ適正

に管理されていること。 

⑻ 町民等に広く周知できるよう井戸の所在地及び所有者の氏名を公表で

きること。 

（登録の申出） 

第３条 災害時協力井戸の登録をしようとする所有者等（以下「申出者」と

いう。）は、寄居町災害時協力井戸登録申出書（様式第１号）により町長

に申し出るものとする。 

（登録の決定） 

第４条 町長は、前条の申出があったときは、その内容の審査及び現地の状

況を確認のうえ、災害時協力井戸の登録の可否を決定するものとする。  

２ 町長は、前項の規定により登録することを決定したときは寄居町災害時

協力井戸登録決定通知書（様式第２号）により、登録しないことを決定し

たときは寄居町災害時協力井戸不登録決定通知書（様式第３号）により申

出者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、申出者に寄居町災

害時協力井戸指定標識（様式第４号。以下「標識」という。）を交付する

ものとする。 

（遵守事項） 

第５条 前条の規定により登録の決定を受けた申出者（以下「登録者」とい



う。）は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

⑴ 災害により水道が断水になったときは、町民等への生活用水の円滑な

提供に努めること。ただし、停電その他災害時協力井戸を活用すること

が困難な状況にあるときは、この限りでない。 

⑵ 標識は、災害時協力井戸又は登録者の自宅の玄関等の見やすい場所に

表示すること。 

（公表） 

第６条 町長は、災害時に町民等が災害時協力井戸を活用できるようにする

ため、災害時協力井戸の所在地及び所有者等の氏名の公表を行うものとす

る。 

（登録期間） 

第７条 災害時協力井戸の登録期間は、標識の交付の日から３年とする。 

２ 前項の登録期間は、これを更新することができる。ただし、町長は、登

録期間が満了するまでに、登録者から登録期間の更新をしない旨の申出が

ないときは、登録期間が満了する日からさらに３年間登録期間を更新する

ものとし、以後この例によるものとする。 

（登録の変更） 

第８条 登録者は、災害時協力井戸の登録内容の変更を行うときは、寄居町

災害時協力井戸登録変更申出書（様式第５号）により、町長に申し出るも

のとする。 

（登録の解除） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、災害時協力井 

戸の登録を解除することができる。 

⑴ 登録者から寄居町災害時協力井戸登録解除申出書（様式第６号）によ

り災害時協力井戸の登録解除の申出があったとき。 

⑵ 町長が第２条各号に規定する要件を満たさなくなったと判断したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、町長が災害時協力井戸として登録するこ

とが適当でないと認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、寄

居町災害時協力井戸登録解除通知書（様式第７号）により、当該登録者に

通知するものとする。 

３ 登録者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに標識を町長

に返還しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年６月１日から施行する。 

  



様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

寄居町災害時協力井戸登録申出書 

 

寄居町長  あて 

 

申出者 住 所               

氏名又は名称          ㊞ 

電話番号              

 

寄居町災害時協力井戸登録制度実施要綱第３条の規定により、次のとおり

災害時協力井戸の登録を申し出ます。 
 

井戸所有者 
氏 名  電 話  

住 所  

井戸管理者 

※井戸所有者と異なるとき 

氏 名  電 話  

住 所  

井

戸

の

仕

様

等 

井戸の所在地 寄居町大字 

井戸の位置 □ 宅地内（ □ 屋内 □ 屋外） □ 田畑 □ その他 

汲み上げ種別 □ 電動式 □ 手動式 □ 電動･手動式併用 □ その他 

使用状況 

□ 日常的に利用している。 
 □ 飲料水に使用 
 □ 生活用水(洗濯、風呂等に使用） 
 □ 事業（業務）に利用 
 □ かんがい用水に利用 
 □ その他 

□ 日常的には利用していない。 

水 量 
□ 水量は確保されている。 
□ 渇水時には枯れることがある。 
□ 不明 

水の状態 

・色   □ 無色  □ その他（      ） 
・匂い  □ 無臭  □ その他（      ） 
・濁り  □ 無し  □ その他（      ） 
・味   □ 無味  □ その他（      ） 

水質検査 

□ 水質検査を定期的に実施している。 

（水質検査結果  □ 飲用可能  □ 飲用不可能） 

□ 水質検査は実施していない。 

町処理欄 登録番号  登録年月日 ・  ・ 



様式第２号（第４条関係） 

 

寄居町災害時協力井戸登録決定通知書 

 

  年  月  日 

 

          様 

 

                    寄居町長       印  

  

   年  月  日付けで申出のあった井戸について、災害時協力井戸と

して登録を決定しましたので、寄居町災害時協力井戸登録制度実施要綱第４

条第２項の規定により通知します。 

 

注意事項 

１ 災害により水道が断水になったときは、町民等へ生活用水の円滑な提供

に努めてください。ただし、停電等その他災害時協力井戸を活用すること

が困難な状況にあるときは、この限りでありません。 

２ 災害時協力井戸指定標識は、災害時協力井戸又はご自宅の玄関等の見や

すい場所に表示してください。 

３ 災害時協力井戸の登録期間は、災害時協力井戸の登録の決定を受けた日

から３年です。ただし、登録期間満了日までに登録解除の申出がないとき

は、当該登録期間を３年更新します。 

  

災害時協力井戸の所在地  寄居町大字 

災害時協力井戸登録番号  



様式第３号（第４条関係） 

 

寄居町災害時協力井戸不登録決定通知書 

 

   年  月  日 

 

         様 

 

 寄居町長       印 

 

年  月  日付けで申出のあった井戸について、下記の理由に

より災害時協力井戸として登録できませんので、寄居町災害時協力井戸登

録制度実施要綱第４条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

理 由 

  



様式第４号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きさ：縦40．0センチメートル、横15．0センチメートル 



様式第５号（第８条関係） 

 

寄居町災害時協力井戸登録変更申出書 

 

年  月  日 

 

寄居町長  あて 

 

申出者 住 所               

氏名又は名称          ㊞ 

   電話番号              

 

 

 寄居町災害時協力井戸登録制度実施要綱第８条の規定により、次のと

おり災害時協力井戸の登録の変更を申し出ます。 

 

井戸の所在地 寄居町大字 

井戸の登録番号  

井戸の変更事項  

内 

容 

変更前  

変更後  

変更年月日   年   月   日 

変更の理由  

  



様式第６号（第９条関係） 

 

寄居町災害時協力井戸登録解除申出書 

 

年  月  日 

 

寄居町長  あて 

 

申出者 住 所               

氏名又は名称          ㊞ 

   電話番号              

 

 

寄居町災害時協力井戸登録制度実施要綱第９条の規定により、次のとおり

災害時協力井戸の登録の解除を申し出ます。 

 

  

災害時協力井戸の所在地  寄居町大字 

災害時協力井戸登録番号  



様式第７号（第９条関係） 

 

寄居町災害時協力井戸登録解除通知書 

 

年  月  日 

 

         様 

 

                    寄居町長       印  

  

   年  月  日付けで申出のあった次の災害時登録井戸について、

寄居町災害時協力井戸の登録を解除しましたので、寄居時協力井戸登録制度

実施要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

災害時協力井戸の所在地  寄居町大字 

災害時協力井戸登録番号  


